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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイストゥデバイス通信を行うように構成された第１の無線通信デバイスの方法であ
って、
　デバイストゥデバイス通信の支援を提供するように構成されたネットワークノードへ、
デバイストゥデバイス通信能力の表示を送信するステップ(220)と、
　デバイストゥデバイス通信を行うように構成された１つ以上の第２の無線通信デバイス
に割り当てられた１つ以上のビーコンパラメータを、前記ネットワークノードから受信す
るステップ(240)と、
　前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの、前記受信した１つ以上のビーコンパラメー
タに基づいて、デバイストゥデバイス通信ビーコンシグナリングを監視するステップ(250
)と、
　前記監視されたデバイストゥデバイス通信ビーコンシグナリングの測定結果に基づいて
、少なくとも１つの無線操作タスクを実行するステップと、
を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　少なくとも１つの無線操作タスクを実行する前記ステップが、
　　デバイストゥデバイス通信のために、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの１つ
を選択するステップと、
　　デバイストゥデバイス通信のために、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの１つ
を再選択するステップと、
の少なくとも１つを実行するために、前記監視されたデバイストゥデバイス通信ビーコン
シグナリングの前記測定結果を用いるステップを有することを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　少なくとも１つの無線操作タスクを実行する前記ステップが、
　前記監視されたデバイストゥデバイス通信ビーコンシグナリングに基づいて、前記ネッ
トワークノードにビーコン測定レポートを送信するステップ(260)を有することを特徴と
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する請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　デバイストゥデバイス通信能力の表示を送信する前記ステップが、前記第１の無線通信
デバイスの前記ネットワークノードへの登録手順(115)に含まれることを特徴とする請求
項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの前記１つ以上のビーコンパラメータが、
　ローカルデバイスIDと、
　ビーコン受信パターンと、
の少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの少なくとも１つに関するビーコン信号を検出
するステップ(255)をさらに有することを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項７】
　前記第１の無線通信デバイスの１つ以上のビーコンパラメータを受信するステップ(235
)と、
　前記第１の無線通信デバイスに関する前記受信した１つ以上のビーコンパラメータに基
づいて、ビーコン信号を送信するステップ(245)と、
をさらに有することを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の無線通信デバイスに関する前記１つ以上のビーコンパラメータが、
　ローカルデバイスIDと、
　ビーコン署名と、
　ビーコン送信電力と、
　ビーコン送信パターンと、
の少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ネットワークノードへビーコン設定要求を送信(230)し、応答に含まれる前記１つ
以上のビーコンパラメータを受信するステップをさらに有することを特徴とする請求項１
から８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ネットワークノードから、デバイストゥデバイス通信を行うように構成された１つ
以上の第３の無線通信デバイスに隣接ネットワークノードが割り当てた１つ以上のビーコ
ンパラメータを受信するステップ(240)と、
　前記１つ以上の第３の無線通信デバイスの前記受信された１つ以上のビーコンパラメー
タに基づいて、デバイストゥデバイス通信ビーコンシグナリングを監視するステップ(250
)と、をさらに有し、
　前記ネットワークノードへの前記ビーコン測定レポートが、セルIDの表示を含む、
ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項１１】
　デバイストゥデバイス通信の支援を提供するように構成されたネットワークノードの方
法であって、
　デバイストゥデバイス通信を行うように構成された１つ以上の第２の無線通信デバイス
にビーコンリソースを割り当てるステップ(110,125)と、
　デバイストゥデバイス通信を行うように構成された第１の無線通信デバイスから、デバ
イストゥデバイス通信能力の表示を受信するステップ(120)と、
　前記第１の無線通信デバイスに、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの前記割り当
てたビーコンリソースに関する１つ以上のビーコンパラメータを送信するステップ(140)
と、
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　前記第１の無線通信デバイスから、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの少なくと
も１つに関するビーコン測定レポートを受信するステップ(160)と、
を有することを特徴とする方法。
【請求項１２】
　前記ビーコン測定レポートに基づいて、前記第１の無線通信デバイスと前記１つ以上の
第２の無線通信デバイスの１つとの間の接続設定を支援するステップ(165,170,175)をさ
らに有することを特徴とする請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの１つに位置変化が生じたことを検出するステ
ップをさらに有し、
　ビーコンリソースを割り当てる前記ステップが、前記１つ以上の第２の無線通信デバイ
スのうち、位置変化が検出されたものだけにビーコン送信リソースを割り当てるステップ
を有する、
ことを特徴とする請求項１１または１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記１つ以上の第２の無線通信デバイスにビーコンリソースを割り当てる前記ステップ
が、１つ以上の隣接ネットワークノードのそれぞれが前記１つ以上の第２の無線通信デバ
イスの少なくとも１つに割り当てた１つ以上のビーコンのパラメータを、前記１つ以上の
隣接ネットワークノードから受信するステップを有し、
　前記受信したビーコン測定レポートが、セルID表示を含む、
ことを特徴とする請求項１１から１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ビーコン測定レポートに基づいて、前記第１の無線通信デバイスに関するセル変更
を行うステップと、
　前記ビーコン測定レポートに基づいて、隣接ネットワークノードから前記ネットワーク
ノードに、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの１つに関するセル変更を要求するス
テップと、
の１つ以上をさらに含むことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの少なくとも１つに、前記受信したビーコン測
定レポートを送信するステップをさらに有することを特徴とする請求項１１から１５のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　デバイストゥデバイス通信を行うように構成された第１の無線通信デバイスの方法であ
って、
　前記第１の無線通信デバイスに割り当てられた１つ以上のビーコンパラメータをネット
ワークノードから受信するステップ(235)と、
　前記第１の無線通信デバイスの、前記受信した１つ以上のビーコンパラメータに基づい
て、デバイストゥデバイス通信のビーコンシグナリングを送信するステップ(245)と、
　前記送信したビーコンが１つ以上の第２の無線通信デバイスによって検出されたことを
示す、前記ネットワークノードからのビーコン測定レポートを受信するステップ(260)と
、
を有することを特徴とする方法。
【請求項１８】
　プログラム命令を有するコンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラ
ムはデータ処理ユニット(730)にロード可能であり、前記データ処理ユニットによって実
行された際に、請求項１から１７のいずれか１項に記載された方法を実行させるように構
成されている、コンピュータプログラム。
【請求項１９】
　デバイストゥデバイス通信を行うように構成された第１の無線通信デバイスの装置であ
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って、
　デバイストゥデバイス通信の支援を提供するように構成されたネットワークノードへ、
デバイストゥデバイス通信能力の表示を送信するように構成された送信機(520)と、
　デバイストゥデバイス通信を行うように構成された１つ以上の第２の無線通信デバイス
に割り当てられた１つ以上のビーコンパラメータを、前記ネットワークノードから受信す
るように構成された受信機(510)と、
　コントローラ(530)と、を有し、
　前記コントローラは、
　前記受信機が、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの前記受信した１つ以上のビー
コンパラメータに基づいて、デバイストゥデバイス通信ビーコンシグナリングを監視する
ようにさせ、
　前記送信機と前記受信機の少なくとも一方が、前記監視されたデバイストゥデバイス通
信ビーコンシグナリングの測定結果に基づいて、少なくとも１つの無線操作タスクを実行
するようにさせる、ように構成される、
ことを特徴とする装置。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの無線操作タスクが、
　　デバイストゥデバイス通信のために、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの１つ
を選択すること、
　　デバイストゥデバイス通信のために、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの１つ
を再選択すること、
の少なくとも１つを実行するために、前記監視されたデバイストゥデバイス通信ビーコン
シグナリングの測定結果を用いる、
ことを特徴とする請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの無線操作タスクが、前記監視されたデバイストゥデバイス通信ビ
ーコンシグナリングに基づいて、前記ネットワークノードにビーコン測定レポートを送信
すること、を含むことを特徴とする請求項１９または２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの少なくとも１つに関するビーコン信号を検出
するように構成された検出器(540)をさらに有することを特徴とする請求項１９から２１
のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２３】
　前記受信機(510)がさらに、前記第１の無線通信デバイスの１つ以上のビーコンパラメ
ータを受信するように構成され、
　前記送信機(520)がさらに、前記第１の無線通信デバイスに関する、前記受信した１つ
以上のビーコンパラメータに基づいてビーコン信号を送信するように構成される、
ことを特徴とする請求項１９から２２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２４】
　前記送信機(520)がさらに、前記ネットワークノードにビーコン設定要求を送信するよ
うに構成されることを特徴とする請求項１９から２３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２５】
　前記受信機がさらに、前記ネットワークノードから、デバイストゥデバイス通信を行う
ように構成された１つ以上の第３の無線通信デバイスに隣接ネットワークノードが割り当
てた１つ以上のビーコンパラメータを受信するように構成され、
　前記コントローラがさらに、前記受信機に、前記１つ以上の第３の無線通信デバイスの
、前記受信した１つ以上のビーコンパラメータに基づいて、デバイストゥデバイス通信ビ
ーコンシグナリングを監視させるように構成され、
　前記ネットワークノードへの前記ビーコン測定レポートが、セルIDの表示を含む、
ことを特徴とする請求項２１に記載の装置。
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【請求項２６】
　デバイストゥデバイス通信を行うように構成された第１の無線通信デバイスの装置であ
って、
　前記第１の無線通信デバイスに割り当てられた１つ以上のビーコンパラメータを、ネッ
トワークノードから受信するように構成された受信機(510)と、
　前記第１の無線通信デバイスの、前記受信した１つ以上のビーコンパラメータに基づい
て、デバイストゥデバイス通信ビーコンシグナリングを送信するように構成された送信機
(520)と、を有し、
　前記受信機がさらに、前記送信したビーコンが１つ以上の第２の無線通信デバイスによ
って検出されたことを示す、前記ネットワークノードからのビーコン測定レポートを受信
するように構成される、
ことを特徴とする装置。
【請求項２７】
　請求項１９から２６のいずれか１項に記載の装置を有し、デバイストゥデバイス通信を
行うように構成されたことを特徴とする無線通信デバイス。
【請求項２８】
　デバイストゥデバイス通信の支援を提供するように構成されたネットワークノードの装
置であって、
　デバイストゥデバイス通信を行うように構成された１つ以上の第２の無線通信デバイス
にビーコンリソースを割り当てるように構成されたプロセッサ(630)と、
　デバイストゥデバイス通信を行うように構成された第１の無線通信デバイスから、デバ
イストゥデバイス通信能力の表示を受信するように構成された受信機(610)と、
　前記１つ以上の前記第２の無線通信デバイスに割り当てられた前記ビーコンリソースに
関する１つ以上のビーコンパラメータを、前記第１の無線通信デバイスに送信するように
構成された送信機(620)と、を有し、
　前記受信機(610)はさらに、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの少なくとも１つ
に関するビーコン測定レポートを、第１の無線通信デバイスから受信するように構成され
る、
ことを特徴とする装置。
【請求項２９】
　前記プロセッサがさらに、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの１つについて位置
変化が生じたことを検出し、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスのうち、位置変化が
検出されたものだけにビーコン送信リソースを割り当てるように構成されることを特徴と
する請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記送信機がさらに、前記１つ以上の第２の無線通信デバイスの少なくとも１つに、前
記受信したビーコン測定レポートを送信するように構成されることを特徴とする請求項２
８または２９に記載の装置。
【請求項３１】
　請求項２８から３０のいずれか１項に記載の装置を有し、デバイストゥデバイス通信の
支援を提供するように構成されることを特徴とするネットワークノード。
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